
 

 

平成２７年１２月２４日 

第七管区海上保安本部 

 
 

 

2016 年「初日の出」情報 

～第七管区内では、7時 10 分頃から 7 時 30 分頃に東南東から～ 

 

第七管区海上保安本部「海の相談室」では、毎年末に多くの問い合わせがある管内

の主な「初日の出」の時刻をとりまとめ、本日 12月 24日よりホームページでの情報

提供を開始します。第七管区内の主な地点における「初日の出」時刻は別紙１のとお

りです。 

第七管区内の各地の「初日の出」については、東南東方向（真方位 117度～118度）

から 7時 10分頃～7 時 30 分頃の間になり、山岳地を除くと鶴御埼（7 時 12分）が最

も早い日の出となります。 

また、任意の地点の「初日の出」の時刻を算出するホームページの運用も開始して

おりますのでご利用下さい。（別紙２参照） 

 

関門橋付近の日の出          長崎県女神大橋付近の日の出 

 
 

上記情報は、第七管区海上保安本部提供Ｗｅｂサイト「海の情報交差点」 

に掲載しています。 

（URL: http://www1.kaiho.mlit.go.jp/KAN7/top.htm） 

 

 

また、海上保安庁海洋情報部提供サイトでは、全国の「初日の出」時刻 

情報を提供しています。 

(URL: http://www1.kaiho.mlit.go.jp/KOHO/hatsuhi/） 

 

 

これらのサイトは、スマートフォン、携帯電話でも利用できます。 

問い合わせ先 

第七管区海上保安本部 

海洋情報部監理課長 新村 

電話 093-321-2931（内線 2510） 

http://www1.kaiho.mlit.go.jp/KAN7/top.htm
http://www1.kaiho.mlit.go.jp/KOHO/hatsuhi/


 

 

※日の出の方向に山などがあれば、実際の日の出時刻は計算の時刻より遅れます。 

「初日の出」の情報一覧 

別紙１ 



 

別紙２ 

任意の地点の「初日の出」時刻の算出 

 


